
規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5102 5102410
(社)日本経済
団体連合会 41 特債法の廃止

特債法を廃止すべきである。
その上で、現在の特定債権の
範囲にとらわれない新たな債
権流動化のスキームを構築
し、債権譲渡の公告制度、投
資家保護のための措置などを
整備する必要がある。

経済産業省
金融庁

回答では、「必要性、在
り方については引き続き
検討を行う」とされてい
るが、①実施される内容
について可能な限り具体
的に示されたい。②上記
①を踏まえ、平成１６年
度までに実施されること
の可否について改めて検
討されたい。

発展
的改
正に
関し
ては
一
部、
ａ：
全国
規模
で対
応
それ
以外
に関
して
は、
ｂ：
全国
規模
で検
討

ａ．
につ
いて
はⅡ
それ
以外
はⅠ
～Ⅳ

　リース・クレジット債
権等の流動化手法の一つ
である資産担保型証券
（ABS）方式を特定債権法
の規制対象から外すべ
く、平成１５年度中に政
令改正を行う。
　それ以外に関しても、
法律の必要性、在り方を
含め具体的に検討を行
う。

z1100020
特定債権法の廃
止または発展的
改正

特定債権等に係
る事業の規制に
関する法律

特定債権等に係
る事業の規制に
関する法律施行
令

特定債権等に係
る事業の規制に
関する法律施行
規則

特定債権等譲受
業者及び小口債
券販売業者の許
可及び監督に関
する命令、等

  特定債権等（リース・
クレジット債権等）の流
動化の公正かつ円滑な実
施、資産流動化商品の投
資家の保護を目的とし
て、特定債権等の資産譲
渡に係る仕組み規制、対
抗要件特例制度としての
公告制度、特定債権等譲
受業者及び小口債券販売
業者の許可、行為規制等
を行っている。

発展
的改
正に
関し
ては
一
部、
ａ：
全国
規模
で対
応
それ
以外
に関
して
は、
ｂ：
全国
規模
で検
討

Ⅰ：
法律
上の
手当
を必
要と
する
もの

Ⅱ：
政令
上の
手当
を必
要と
する
もの

Ⅲ：
省
令・
告示
上の
手当
を必
要と
する
もの

Ⅳ：
訓令
又は
通達
の手
当を
必要
とす
るも
の

　特定債権等に係る事業
の規制に関する法律につ
いて、手続の簡素化の観
点等から平成１４年度に
おいて施行規則通達の見
直しを行ったところ。平
成１５年６月にとりまと
められた産業構造審議会
産業金融部会の中間報告
を勘案しつつ、引き続
き、投資家保護の観点か
ら、その必要性、在り方
について具体的に検討す
る。

5008 5008010 オリックス㈱ 1
特定債権法の廃
止または発展的
改正

特定債権等に係る事業の規制
に関する法律（以下、特債法
という。）については廃止す
るか、または、特債法に拠ら
ない特定債権の流動化も認め
る制度、言い換えれば、任意
に利用可能な制度に改正する
ことを要望する。

なお、本事項については、平
成15年3月に閣議決定された
「規制改革推進3か年計画（再
改定）」において、「特定債
権等に係る事業の規制に関す
る法律について、投資家保護
の観点を踏まえつつ、その必
要性、在り方について引き続
き検討し、結論を得る。」と
された。経済産業省の産業構
造審議会産業金融部会が平成
15年4月にとりまとめた「中間
報告　中堅・中小企業のため
の新たな金融機能の創造に向
けて」において、債権流動化
促進に向けた制度の構築の一
環として、特債法の規制の見
直しについて言及されている
が、今後の検討に際しては、
本報告書に基づき、以下の点
が留意されることを要望す
る。
①特債法を任意に利用可能な
制度とした上で、特定債権の
範囲を貸付債権、売掛債権等
に拡大すべきである。
②公告制度については、流動
化対象債権が将来債権の場合
にも対応した制度を創設すべ
きである。
③譲渡が行なわれる時点では
流動化されることが確定して
いない債権についても、将
来、当該債権を流動化する目
的で譲渡が行なわれた場合に
は、特債法における公告制度
を利用できるような措置を図
るべきである。
④特定債権等譲受業者の許可
制を廃止し、許可を持たない
株式会社が譲り受けた債権に
ついても特債法の対象とすべ
きである。
⑤小口債権販売業者が販売可
能な小口債権には資産担保証
券を含めるべきである。

経済産業省
金融庁

5034 5034020
(社)リース事

業協会 2
特定債権法の廃
止または発展的
改正

・特定債権法（以下、「特債
法」という。）については廃
止するか、特債法に拠らない
特定債権の流動化も認める制
度、言い換えれば、任意に利
用可能な制度に改正するこ
と。・「中間報告　中堅・中
小企業のための新たな金融機
能の創造に向けて」におい
て、特債法の規制の見直しに
ついて言及されているが、今
後の検討に際しては、本報告
書に基づき、以下の点が留意
されることを要望する。① 特
債法を任意に利用可能な制度
とした上で、特定債権の範囲
を貸付債権、売掛債権等に拡
大すべきである。② 公告制度
については、流動化対象債権
が将来債権の場合にも対応し
た制度を創設すべきである。
③ 譲渡が行なわれる時点では
流動化されることが確定して
いない債権についても、将
来、当該債権を流動化する目
的で譲渡が行なわれた場合に
は、特債法における公告制度
を利用できるような措置を図
るべきである。④ 特定債権等
譲受業者の許可制を廃止し、
許可を持たない株式会社が譲
り受けた債権についても特債
法の対象とすべきである。⑤
小口債権販売業者が販売可能
な小口債権には資産担保証券
を含めるべきである。⑥ 各種
届出（数回／年 × 2通）を廃
止すること。⑦ 仕組規制を撤
廃すること。⑧ 特定投資家以
外の投資家に対する譲渡制
限・小口債権の転売制限を撤
廃すること。

経済産業省
金融庁

特定債権法の廃止または
発展的改正について検討
し、結論を得て、平成15
年度OR16年度中に実施さ
れることについて見解を
示されたい。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5008 5008162 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・

緩和

2.契約成立時交付書面の
記載事項に関して販売業
業務命令が規定する内容
の大幅な簡略化を要望す
る。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5034 5034572
(社)リース事

業協会 57.2
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

契約成立時交付書面の記
載事項に関して販売業業
務命令が規定する内容の
大幅な簡略化を要望す
る。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5063 5063050

(社)日本商品
投資販売業協

会
5

17条書面（契約
成立時交付書
面）の記載内容
の簡略化もしく
は撤廃

現行制度では、商品投資
販売業者は、商品投資契
約等が成立したときは、
顧客に対し、遅滞なく契
約等の内容およびその履
行に関する事項を記載し
た書面を交付しなければ
ならないところである
が、当該書面（契約成立
時交付書面）の記載内容
を簡略化もしくは撤廃し
ていただきたい。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5008 5008163 オリックス㈱ 16
商品ファンドに
係る規制撤廃・

緩和

3.商品投資販売業者がい
わゆる私募ファンドとし
て組成販売した商品ファ
ンドについては顧客の閲
覧対象としなくともよい
よう措置することを要望
する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

5034 5034573
(社)リース事

業協会 57.3
商品ファンドに
係る規制撤廃・
緩和

商品投資販売業者がいわ
ゆる私募ファンドとして
組成販売した商品ファン
ドについては顧客の閲覧
対象としなくとも良いよ
う措置することを要望す
る。

金融庁
農林水産省
経済産業省

書面記載内容の簡素化に
ついては、契約成立前・
成立時各々の交付の趣旨
に照らしつつ、可能な限
り重複を避ける方向で平
成15年度中に結論を得る
とともに、平成16年度に
速やかに実施してもらい
たい。併せて、以下の点
を明らかにしてもらいた
い。
①成立前・成立時各々の
書面交付の趣旨をその違
いも含め、明らかにする
こと。
②現時点での関係省庁間
での検討状況、検討に当
たっての論点等について
示すこと。

①回答においては「15年
度中に関係省庁と検討
し、結論を得る」とある
が、現時点での関係省庁
間での検討状況はどう
なっているのか。
②平成16年度までに実施
されることの可否につい
て改めて検討されたい。

ｂ

　契約成立時交付書面
（１７条書面）とは、商
品投資契約が成立した場
合に、後日当事者間にそ
の内容を巡る紛争が発生
することを回避するた
め、成立した契約の内容
を書面に記載し、顧客に
対し交付することによ
り、その明確化を図る趣
旨から交付を求めている
ものである。
　また、契約成立前交付
書面（１６条書面）と
は、投資家が商品投資契
約を締結するか否かを判
断する際の材料として、
当該契約の内容（商品
ファンドの概要）を記載
した書面を事前に交付す
ることにより、投資家の
理解を促す趣旨から交付
を求めているものであ
る。
　上記のとおり、これら
は各々が違う役割を持っ
ており、投資家と販売業
者間の紛争を回避し、法
目的である投資家保護を
徹底していると考えてい
る。
　よって、契約成立時交
付書面（１７条書面）を
撤廃することは、顧客が
契約内容を把握できなく
なる等、投資家保護上問
題があり対応は困難であ
る。
　ただし、契約成立前交
付書面と契約成立時交付
書面の内容のあり方につ
いては、投資家保護の趣
旨及び双方の交付書面の
性格を考慮しつつ、１５
年度中に関係省庁と検討
し、結論を得る。
　なお、１６条書面と１
７条書面の内容に重複す
る部分があるとの理由で
直ちに省略することは、
その趣旨が異なることか
ら適当ではなく、省略す
るか否かは、投資家と販
売業者との権利義務に関
わる重要度等によって、
判断すべきと考えてい
る。

ｂ

現状では、販売業者がい
わゆる私募ファンドとし
て組成販売した商品ファ
ンドについても顧客の閲
覧対象となっているが、
このような商品ファンド
に関する書類の閲覧対象
を関係者のみに限定する
ことが、投資家保護上適
当であるか考慮しつつ、
１５年度中に関係省庁と
検討し、結論を得る。

z1100030

契約成立時書面
の記載内容の簡
素化若しくは撤
廃

z1100040
私募商品ファン
ドの書類閲覧対
象からの除外

　商品投資契約等が成立
した場合にその契約内容
が不明確であると、後日
当事者間に契約内容を巡
るトラブルが生ずるおそ
れが大きいため、成立し
た契約の内容を書面に記
載し、顧客に対し交付す
ることにより、その明確
化を図り、投資家保護を
図る趣旨から契約締結時
の書面交付を求めている
もの。このような趣旨に
照らせば、契約締結時交
付書面を撤廃することは
顧客が契約内容を把握で
きなくなる等、投資家保
護上問題があり対応は困
難。ただし、契約前交付
書面と契約成立時交付書
面の内容のあり方につい
ては、投資家保護の趣旨
及び双方の交付書面の性
格を考慮しつつ、１５年
度中に関係省庁と検討
し、結論を得る。

　商品投資販売業者に対
し、業務及び財産の状況
を記載した書類の顧客へ
の閲覧を義務づけている
のは、投資判断を行う上
で、既存の商品投資の内
容（運用状況等）や販売
業者の経営状況を把握す
ることは、投資家の自己
責任原則を基本とした投
資家保護を図る上で重要
なためである。現状で
は、販売業者がいわゆる
私募ファンドとして組成
販売した商品ファンドに
ついても顧客の閲覧対象
となっているが、このよ
うな商品ファンドに関す
る書類の閲覧対象を関係
者のみに限定すること
が、投資家保護上適当で
あるか考慮しつつ、１５
年度中に関係省庁と検討
し、結論を得る。

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第１７
条

商品投資販売業
者の業務に関す
る命令第４条

　商品投資販売業者は、
商品投資契約等が成立し
たときは、顧客に対し、
遅滞なく、当該商品投資
契約等の内容及びその履
行に関する事項を記載し
た書面を交付しなければ
ならない。

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第２０
条

商品投資販売業
者の業務に関す
る命令第６条

　商品投資販売業者は、
業務及び財産の状況を記
載した書類を、営業所ご
とに備え置き、顧客の求
めに応じ閲覧させなけれ
ばならない

ｂ

ｂ

商品ファンドに係る契約
成立時書面の記載内容の
簡素化について検討し、
結論を得て、平成15年度
もしくは16年度中に実施
されることについて見解
を示されたい。

いわゆる私募商品ファン
ドの書類閲覧対象からの
除外について、検討し、
結論を得て、平成15年度
もしくは16年度中に実施
されることについて見解
を示されたい。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

昨年度の規制改革要望に
おいて、末尾の理由によ
り要望した。これに対し
法務省は、つぎのとおり
回答した。
「民法は、あくまでも典
型契約としての組合につ
いて規定しているに過ぎ
ず、強行法規ではないこ
とから、契約自由の原則
にしたがって、民法に規
定する組合とは別の無限
責任組合員と有限責任組
合員によって構成される
組合を作ることは、現行
法上も可能である。」契
約自由の原則により現行
法上可能であるというこ
とはそのとおりである
が、そもそも、こうした
契約ができないから法律
によってできるようにし
てほしいということを要
望しているものではな
い。法務省回答は非常に
残念な回答である。
「中小企業等有限責任組
合法」を制定することが
何故必要であったか、そ
の問題を理解すれば、そ
の問題は中小企業等投資
の場合のみに生じる問題
ではないことは明らかな
のではないだろうか。こ
うした点については、同
法の立法時に刊行された
通商産業省中小企業庁振
興課編「投資事業有限責
任組合法」（財団法人通
商産業調査会）の記述
（P.9～10）、同書掲載の
資料である「ベンチャー
企業への資金供給円滑化
研究会報告書」の記述
（P.215～229）を参照さ
れたい。
問題はいろいろあろう
が、同法のような法律が
なく法務省がいうように
契約によって有限責任組
合とした場合を考える
と、第三者との関係にお
いて有限責任組合員は有
限責任に留まることが担
保されうるかという問題
である。この点を同法
は、組合の名称中の「有
限責任組合」なる文字使
用規制、登記制度を与え
ること等によって、予見
可能性を確保して第三者
を保護し、有限責任組合
員の責任の有限性を担保
しているものと解され
る。こうした措置もな
く、契約によって有限責
任を約束すればよいとい
う考え方で、投資家の投
資を導くということこそ
問題なのではないか。心
有るアレンジャーがこれ
に躊躇を覚えても当然で
はないのか。このような
考え方では、現実の利用
としては、古い民法が想
定している近しい者間の
契約という範囲を超える
ことはできないであろ
う。

z1100100

中小企業等投資
事業有限責任組
合契約に関する
法律の適用拡大

中小企業等投資
事業有限責任組
合契約に関する
法律

措置の内容、実施時期に
ついて、明確にされた
い。

中小企業等投資
事業有限責任組
合契約に関する
法律の適用拡大

ａ Ⅰ

　経済産業省において、
制定（平成１０年）時以
降順次拡充してきた中小
企業等投資事業有限責任
組合契約に関する法律に
ついて、中小企業要件や
未公開企業要件を撤廃し
て投資対象企業を一般化
するとともに、投資対象
事業の内容をさらに拡充
し、より一般的な投資
ファンド法制を整備する
予定。

法務省
経済産業省

5008 5008200 オリックス㈱ 20.1
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

5034 5034220
(社)リース事

業協会 22

中小企業等投資
事業有限責任組
合契約に関する
法律の適用拡大

・今後の我が国の経済を
活性化させるうえで重要
なことは、リスクマネー
が投資に向かって動くこ
とである。そのために、
投資スキームのための
ビークル法制を整備し、
法的な安定を与えること
が重要である。・「中小
企業等投資事業有限責任
組合法」から「中小企業
等」を削除して、リミッ
テッド・パートナーシッ
プ法を整備することを要
望する。

法務省
経済産業省

投資というのは、いろい
ろな規模、対象物等が
あって、投資の組成はそ
れに見合った法的構成を
選択できることが望まし
い。重厚な有価証券の組
成もあれば、簡便な組成
もあり、中間的なものも
必要である。そうして考
えた場合に、我が国には
リミッテッド・パート
ナーシップ法に当たる法
律がないかと思うと、平
成10年に制定されている
が、対象が限定されてし
まっているということで
ある。しかし、そもそ
も、ビークルの法制に何
ゆえ、対象を限定する必
要があるのであろうか。
上記の研究会報告書には
「新しい形態の本組合が
濫用されることにより投
資家や組合の債権者を害
することは当然あっては
ならないことから、法制
化による法的保護が与え
られる組合の目的、事業
範囲を適正に設定する必
要があり、この点につい
ての検討もなされるべき
である」（上記書籍
P.215）としているが、投
資家や債権者に法的保護
を与えるための法制が濫
用されると投資家や債権
者を害するというのは、
理解に苦しみ、論理矛盾
ではないだろうか。米国
においてはこのような制
限はないことも考慮すべ
きである。（要するに、
かかる制限が付されたの
は、通産省が同法を企
画、立案したもので、ま
た管轄するためかかる制
限が必要であった、かか
る制限がなければ法務省
法案となって日の目を見
なかった、という縦割り
論の帰結と解すれば理解
できる。）
今後の我が国の経済を活
性化させるうえで重要な
ことは、リスクマネーが
投資に向かって動くこと
である。そのために、投
資スキームのためのビー
クル法制を整備し、法的
な安定を与えることが重
要である。「中小企業等
投資事業有限責任組合
法」から「中小企業等」
を削除して、リミッテッ
ド・パートナーシップ法
を整備することを要望す
る。

（以下「その他」欄に続
く）
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

Ｃ

ｂ

　高圧ガス保安法は、高
圧ガスによる災害を防止
し公共の安全を確保する
という観点から、各種許
可等や適合させるべき技
術基準等について定め、
必要最小限の規制を行っ
ているところである。
　一方、消防法は、火災
を予防し、警戒し及び鎮
圧し、国民の生命、身体
及び財産を火災から保護
するという観点から、各
種の規制を行っており、
必ずしも両者において、
全く同様の趣旨で、か
つ、同様の方法による規
制を行っているとは言え
ない。例えば、消防法に
おいては、消火器の容器
製造に関する高圧ガス保
安の観点からの技術基準
が設けられておらず、保
安距離についての規定が
存在しないという事例も
あるように、必ずしも高
圧ガスによる災害を防止
するという観点からの保
安の確保のための措置が
遺漏なく盛り込まれてい
るとは言い難い。
　したがって、高圧ガス
を用いている消火器につ
いて、要望にあるように
適用除外とした場合、そ
の高圧ガスによる災害を
防止するための措置が十
分でないことから、引き
続き高圧ガス保安法の適
用を受ける必要があると
考える。

z1100110

消火設備内の高
圧ガスに対する
貯蔵規制の適用
除外

高圧ガス保安法
第１５条、第１
６条、第１７条
の２

　高圧ガスの貯蔵は、経
済産業省令で定める技術
上の基準に従つてしなけ
ればならない（第１５
条）。
　不活性ガスの貯蔵の場
合、容積３０００ｍ3以上
の高圧ガスを貯蔵すると
きは、あらかじめ都道府
県知事の許可を受けて設
置する貯蔵所(以下「第一
種貯蔵所」という。)にお
いてしなければならない
（第１６条）。
　容積３００ｍ３以上の
高圧ガスを貯蔵するとき
は、あらかじめ、都道府
県知事に届け出て設置す
る貯蔵所(以下「第二種貯
蔵所」という。)において
しなければならない（第
１７条の２）。

消防法における保安規制
内容と高圧ガス保安法に
おける保安規制内容は必
ずしも一致していないた
め、引き続き高圧ガス保
安法の適用を受ける必要
があることを根拠に対応
不可とされているが、要
望内容は、①消防用設備
等の検査・点検について
消防法及び高圧ガス保安
法に基づくものを受けな
ければならないこと等に
起因する負担軽減、②高
圧ガス保安法に基づく保
安規制対象に該当させな
いように設備を複雑化す
ることによる起因する負
担軽減を求めている。上
記①については、消防法
と高圧ガス保安法におけ
る検査・点検内容を統合
するなど、保安規制の一
本化を図ることにより実
施可能と考えられ、ま
た、上記②については、
最近における不活性ガス
を使用した消化設備の急
速な普及状況や技術動向
を踏まえ、安全上問題が
ない場合については、高
圧ガス保安法における保
安規制の対象外とするこ
とにより実施可能と考え
られる。この点を踏ま
え、改めて実施に向けた
具体的な対応策を検討さ
れ、示されたい。また、
上記③を踏まえた実施時
期について、その時期と
なる理由も含め具体的に
示されたい。

Ｃ

消火設備内の高
圧ガスに対する
貯蔵規制の適用
除外

オゾン層の破壊、地球温
暖化等の環境問題から従
来の消火剤（ハロン）に
代わり、環境にやさしい
消火剤として不活性ガス
（窒素、アルゴン）を使
用する消火設備が平成13
年1月に法制化され急速に
設置件数を増加させてい
るが、当該消火剤は従来
の消火剤と比較して必要
量が多くかつ圧縮ガスで
あるために設置量が高圧
ガス保安法の貯蔵の規制
に簡単にかかってしま
う。このための都道府県
への申請業務、製品検
査、完成検査等のコスト
負担が多大になってい
る。
（要望内容）消火の目的
で設置してある消火設備
内の高圧ガスについては
高圧ガス保安法の高圧ガ
スの貯蔵から適用除外と
してもらいたい。

「①については、消防法
と高圧ガス保安法におけ
る検査・点検内容を統合
するなど、保安規制の一
本化を図ることにより実
施可能と考えられ」との
ご見解であるが、高圧ガ
ス保安法及び消防法につ
いては、必ずしも両者に
おいて、全く同様の趣旨
で、かつ、同様の方法に
よる規制を行っていると
は言えないことから、一
本化することは困難であ
る。
「②については、最近に
おける不活性ガスを使用
した消火設備の急速な普
及状況や技術動向を踏ま
え、安全上問題がない場
合については、高圧ガス
保安法における保安規制
の対象外とすることによ
り実施可能と考えられ
る」とのことであるが、
高圧ガス保安法の適用除
外とした場合、消火設備
内の高圧ガスによる災害
を防止するための措置が
十分でないことから、引
き続き高圧ガス保安法の
適用を受ける必要がある
と考える。

5001 5001010 ㈱コーアツ

要望提出者から、下記意
見の照会があることか
ら、この点について見解
を示されたい。
（意見内容）消火の目的
で容器により貯蔵すると
きは、高圧ガス保安法第
17条の２に規定する「第
２種貯蔵所」からの適用
除外を希望する。

経済産業省

5009020 ソニー㈱ 2

1

z1100180
電気主任技術者
選任規制の緩和 電気事業法第４３条

工場、ビル等の事業用電
気工作物を設置する者は
電気主任技術者を選任し
なければならない。

Ⅳ

　工場、ビル等の事業用
電気工作物を設置する者
（以下「設置者」とい
う。）は、自らが使用す
る電気に起因する災害及
び障害の防止のため、当
該工作物の工事、維持及
び運用に関する保安の監
督をさせる常勤の電気主
任技術者を選任しなけれ
ばならないこととなって
いるが、設置者との資本
又は役員の関係が密接な
関連会社の従業員が常駐
している場合にあって
は、設置者の従業員とみ
なして選任することがで
きることとしている。
　要望のあったビル管理
会社が委託元会社の連結
子会社であり、その従業
員が同じ事業所内に常駐
している場合について
は、適切な保安管理体制
が構築され、保安上支障
が生じないこととなって
いるかどうかについて慎
重に検討し、選任が可能
であるかどうかについて
判断してまいりたい。
（平成１５年度中に検
討）

回答では、要望内容の委
託元会社の連結子会社に
ついて15年度中に検討と
されているが、当該措置
の実施時期について、平
成１6年度までに実施する
ことについて改めて検討
されたい。さらに、要望
内容を一歩進め、連結子
会社に限らず広く一般的
に外部委託先の職員を電
気主任技術者として選任
することについて認める
ことを改めて検討された
い。

ｂ Ⅳ

　要望のあった委託元会
社の連結子会社について
は、適切な保安管理体制
が構築され保安上問題が
生じないために必要とな
る条件等について、公共
の安全の確保の観点から
検討を行い、その結論を
踏まえて、平成１６年度
中に対応することとす
る。
　なお、電気主任技術者
の選任に当たっては、的
確な保安の監督を行うた
め、選任された職員は事
業場に常時勤務している
ことが必要であるが、外
部委託先の職員は、一般
的には事業場に常時勤務
していないことから、当
該職員を選任することは
出来ないが、常駐の場合
については、連結子会社
の検討と併せて必要な条
件等を検討する。

電気主任技術者を当該事
業者の従業員以外の者か
ら選任することができる
場合の要件について、16
年度までに明確化するこ
とについての見解を示さ
れたい。

5009
電気主任技術者
選任規制の緩和

工場（産業用）に係わる
電気主任技術者につい
て、有資格者であれば、
業務用電力契約の主任技
術者と同じく、契約電力
数を問わず、ビル管理会
社の職員への委託を認め
ていただきたい。特に、
ビル管理会社が委託元会
社の連結子会社であり、
同じ事業所内に常駐して
いる時には、当該ビル管
理会社（連結子会社）の
職員を電気主任技術者と
して選任することを認め
ていただきたい。

経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1100220
工場立地法の生
産施設面積、緑
地率の緩和

工場立地法第４
条第１項第１号
工場立地に関す
る準則第１条、
第２条

　生産施設の敷地面積に
対する割合は、業種の区
分に応じたい割合以下と
する。
第１種　百分の十
第２種　百分の十五
第３種　百分の二十
第４種　百分の三十
第５種　百分の四十
　緑地（以下「緑地」と
いう。）の面積の敷地面
積に対する割合は、百分
の二十以上の割合とする

b Ⅲ

　提案された内容を踏ま
え、より地域の実情に応
じた設定が可能となるよ
う、平成１５年度のでき
るだけ早い時期に、準則
第一条（敷地面積に対す
る生産施設面積の割
合）、準則第２条（敷地
面積に対する緑地面積の
割合）及び同第３条（敷
地面積に対する環境施設
面積の割合）並びに施行
規則第３条（緑地の定
義）及び同第４条（緑地
以外の環境施設の定義）
について全国的に見直す

回答では、より地域の実
情に応じた設定が可能と
なるよう15年度のできる
だけ早い時期に見直すと
されているが、要望内容
は緑地率の低下を求めて
いるものであるが、この
方向で規制を見直すのか
について明らかにすると
ともに、当該措置の実施
時期について、平成16年
度までに実施されること
の可否について改めて検
討されたい。

b Ⅲ

地域準則を制定している自
治体の状況を把握し、工場
立地に関する準則第２条
（敷地面積に占める緑地面
積の割合）、同３条（敷地面
積に対する環境施設面積
の割合）及び緑地面積率等
に関する区域の区分毎の
基準（地域準則）並びに施
行規則第３条（緑地の定
義）及び同第４条（緑地以
外の環境施設の定義）につ
いて検討し、その結論を踏
まえて、平成１５年度中に
全国対応することとしてい
る。

規制改革推進３か年計画
（平成15年３月28日閣議
決定）における措置内容
の深堀り・明確化につい
て検討されたい。

5014 5014060
(社)関西経済

連合会 6
工場立地法の生
産施設面積、緑
地率の緩和

住宅地域、商業地域から
離れた工場や工業専用地
域内の工場にあっては左
記規制を緩和する。

経済産業省

3z1100190

アウトソーシン
グ事業における
ファシリティ管
理者選任要件緩
和

電気事業法第４
３条

工場、ビル等の事業用電
気工作物を設置する者は
電気主任技術者を選任し
なければならない。

ｂ Ⅳ

工場、ビル等の事業用電
気工作物を設置する者
（以下「設置者」とい
う。）は、自らが使用す
る電気に起因する災害及
び障害の防止のため、当
該工作物の工事、維持及
び運用に関する保安の監
督をさせる常勤の電気主
任技術者を選任しなけれ
ばならないこととなって
いるが、設置者との資本
又は役員の関係が密接な
関連会社の従業員が常駐
している場合にあって
は、設置者の従業員とみ
なして選任することがで
きることとしている。要
望のあったファシリティ
業務委託会社が、機能分
社化後の会社であり、そ
の従業員が当該事業所に
専属で常勤・従事する場
合については、適切な保
安管理体制が構築され、
保安上支障が生じないこ
ととなっているかどうか
について慎重に検討し、
選任が可能であるかどう
かについて判断してまい
りたい。（平成１５年度
中に検討）

アウトソーシン
グ事業における
ファシリティ管
理者選任要件緩
和

5009

　要望のあった委託元会
社の機能分社化後の会社
については、適切な保安
管理体制が構築され保安
上問題が生じないために
必要となる条件等につい
て、公共の安全の確保の
観点から検討を行い、そ
の結論を踏まえて、平成
１６年度中に対応するこ
ととする。
　なお、電気主任技術者
の選任に当たっては、的
確な保安の監督を行うた
め、選任された職員は事
業場に常時勤務している
ことが必要であるが、外
部委託先の職員は、一般
的には事業場に常時勤務
していないことから、当
該職員を選任することは
出来ないが、常駐の場合
については、機能分社化
後の会社の検討と併せて
必要な条件等を検討す
る。

①～③経済
産業省
④・⑧厚生
労働省
⑤　　環境
省
⑥　　警察
庁
⑦　　国土
交通省

5009030 ソニー㈱

ファシリティ管理者の選
任は、事業主と雇用関係
にある者という限定解釈
でなく、①事業主とファ
シリティ業務受託会社
（含む機能分社）の間
で、管理者の選任、責
任・権限を明示した業務
委託契約を締結、②受託
会社が資格等を有する社
員を指名し、該当事業所
に専属で常駐・従事させ
ること－を条件に、ファ
シリティ業務受託会社の
社員を、当該会社のファ
シリティ業務管理者に選
任できるようにしていた
だきたい。また、当該会
社から機能分社したファ
シリティ業務受託会社
が、当該会社の労災処理
を業として請け負う場合
には、該当事業所に専属
で常駐する受託会社の社
員がいることを条件に、
社会保険労務士を置くこ
とを不要としていただき
たい。

回答では、15年度中に検
討とされているが、当該
措置の実施時期につい
て、平成１６年度までに
実施することについて改
めて検討されたい。さら
に、要望内容を一歩進
め、機能分社化後の会社
に限らず広く一般的に外
部委託先の職員を電気主
任技術者等に選任するこ
とを認めることについて
改めて検討されたい。

ｂ Ⅳ

電気主任技術者を当該事
業者の従業員以外の者か
ら選任することができる
場合の要件について、16
年度までに明確化するこ
とについての見解を示さ
れたい。

エネルギーの使
用の合理化に関
する法律（省エ
ネ法）第７条第
１項及び第１０
条の２第１項
（法第１２条の
３第１項におい
て準用する場合
を含む。）

・省エネ法第７条第１項
の規定に基づき、第一種
特定事業者（第一種指定
事業者を除く。）は、第
一種エネルギー管理指定
工場ごとに、政令で定め
る基準に従って、エネル
ギー管理士免状の交付を
受けている者のうちから
エネルギー管理者を選任
しなければならない。
・省エネ法第１０条の２
第１項（法第１２条の３
第１項において準用する
場合を含む。）の規定に
基づき、第一種指定事業
者及び第二種特定事業者
は、エネルギー管理指定
工場ごとに、エネルギー
の使用の合理化に関し必
要な知識及び技能に関す
る講習の課程を修了した
者、または、エネルギー
管理士免状の交付を受け
ている者のうちから、エ
ネルギー管理員を選任し
なければならない。

ｂ Ⅳ

気候変動枠組条約第３回
締約国会議（ＣＯＰ３）
で採択された「京都議定
書」の目標達成等、現在
の我が国のエネルギーを
めぐる諸情勢を踏まえ
て、エネルギー管理を促
進するためにどのような
制度が最も適切であるか
を検討し、当該検討の中
で、エネルギー管理者
（員）の外部委託の考え
方についても平成１５年
度中に検討し、結論を得
る

回答では、15年度中に検
討、結論とされている
が、当該措置の実施時期
について、平成１６年度
までに実施することにつ
いて改めて検討された
い。さらに、要望内容を
一歩進め、機能分社化後
の会社に限らず広く一般
的に外部委託先の職員を
エネルギー管理者に選任
することを認めることに
ついて改めて検討された
い。

ｂ Ⅳ

機能分社化後の会社に限
らず広く一般的に外部委
託先の職員をエネルギー
管理者（員）に選任する
ことを認めるかどうかを
はじめ、エネルギー管理
者（員）の外部委託の考
え方について精査し、気
候変動枠組条約第３回締
約国会議（ＣＯＰ３）で
採択された「京都議定
書」の目標達成等、現在
の我が国のエネルギーを
めぐる諸情勢を勘案しつ
つ、平成１５年度中にエ
ネルギー管理を促進する
ためにどのような制度が
最も適切であるかを検討
することとしている。

エネルギー管理者等を当
該工場の職員以外の者か
ら選任することができる
場合の要件について、16
年度までに明確化するこ
とについての見解を示さ
れたい。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1100240

リース事業者設
置の自家用電気
工作物におけ
る、設置者の扱
いの弾力運用

電気事業法第４３条

工場、ビル等の事業用電
気工作物を設置する者は
電気主任技術者を選任し
なければならない。

ｃ －

　工場、ビル等の事業用
電気工作物を設置する者
（以下「設置者」とい
う。）は、自らが使用す
る電気に起因する災害及
び障害の防止のため、当
該工作物の工事、維持及
び運用に関する保安の監
督をさせる電気主任技術
者を選任しなければなら
ないこととなっている。
　設置者が事業用電気工
作物の一部又は全部を自
らの財産として設置する
かリース等によって他者
からの借り受けによって
設置するかについては設
置者の判断であるが、い
ずれの形態で設置した場
合であっても、電気事業
法においては、自己責
任、自主保安の観点から
当該電気工作物の安全確
保は設置者自らに課され
ている。
　仮に、リース会社が設
置者となると当該電気工
作物の日常的な保安管理
に一義的に責任を有する
者が不在ということにな
るため、自己責任と自主
保安の観点から不適切で
ある。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

　なお、設置者
に一義的な保安
責任を課しつつ
も、電気主任技
術者を雇用する
ことが困難な事
業者に配慮し、
電気主任技術者
の外部委託を認
める制度が設け
られている。本
件要望について
は、一定の要件
を満たせば、当
該制度の利用が
考えられる。
（来年１月１日
からは、一定要
件を満たす法人
が一定の条件の
下で外部委託先
となることが可
能となってい
る。）

回答では、電気事業法に
おける自己責任、自主保
安の観点から当該電気工
作物の安全確保は設置者
自らに課されているこ
と、外部委託制度の存在
を根拠に対応不可とされ
ているが、事業者側の投
資抑制並びに管理の合理
化等の観点からは速やか
に実施すべき事項と考え
られる。この点を踏ま
え、①「設置者」の定義
を使用者もしくは所有者
を含む弾力的運用とした
としても、電気工作物の
保安責任体制の明確化に
より立法趣旨は果たすこ
とができるため、要望内
容は実施可能と考える
が、この点を踏まえ改め
て実施に向けた具体的な
対応策を検討され、示さ
れたい。②上記①を踏ま
えた実施時期について、
その時期となる理由も含
め具体的に示されたい。

ｂ Ⅳ

　電気事業法では、自ら
の事業活動に伴って使用
する電気の安全確保につ
いては、当該事業用電気
工作物の設置者自らが責
任を有するべきものとさ
れている。これは自己責
任原則の立法趣旨に則り
保安責任の明確化が図ら
れているものである。
　一般的にリース業者は
単に設備を貸し出す者で
あって、これを借り受け
設置する者が保安責任を
有すると考えられるが、
リース業者が自ら電気工
作物の設置者となり、日
常的な保安管理に責任を
有する者が不在とならな
いような体制が構築され
る場合等、公共の安全の
確保の観点から必要とな
る要件について検討を行
い、その結論を踏まえ
て、平成１６年度中に対
応することとする。

リース事業者から電気工
作物をリースする場合に
おいて、電気主任技術者
を当該事業者の従業員以
外の者から選任すること
ができる場合の要件を、
16年度までに明確化する
ことについての見解を示
されたい。

5040 5040010 ㈱シーテック 1

リース事業者設
置の自家用電気
工作物におけ
る、設置者の扱
いの弾力運用

自家用電気工作物の保安
管理責任は、現規則では
設備の設置者すなわち事
業者（使用者）となって
いる。
しかし、高圧受電設備等
におけるリース事業者の
参入の場合、「設置者」
がリース事業者となる。
このため、保安管理責任
者配置における設備の
「設置者」に限定した規
制を、リース事業におい
て対応できるよう保安責
任の明確化を前提とし
て、設置者（使用者）も
しくは所有者のいずれも
可とする規制の緩和をお
願いしたい。

経済産業省

z1100250

特別高圧自家用
電気工作物の保
安管理のうち、
第2種電気主任技
術者を「選任」
から「非選任」
への規制緩和

電気事業法第４
３条、電気事業
法施行規則第５
２条第２項

工場、ビル等の事業用電
気工作物を設置する者は
電気主任技術者を選任し
なければならないが、電
気主任技術者を選任する
ことが困難な設置者に配
慮し、７０００ボルト以
下で受電する事業場につ
いては、保安の監督に係
る業務を外部に委託する
ことができる（不選任承
認制度）。

ｃ －

　工場、ビル等の事業用
電気工作物を設置する者
は常勤の電気主任技術者
を選任しなければならな
いこととなっているが、
電気主任技術者を選任す
ることが困難な設置者に
配慮し、７０００ボルト
以下で受電する事業場に
ついては、保安の監督に
係る業務を常駐する電気
主任技術者に行わせるの
ではなく、外部の非常勤
者に委託することができ
ることとなっている（不
選任承認制度）。
　一方、特別高圧（構内
１７万ボルト未満、構外
１０万ボルト未満）で受
電する電気工作物につい
ては、電力会社の１次変
電所、地域供給送電線、
配電用変電所等に接続さ
れており、当該電気工作
物の事故等によって広い
範囲において停電が生ず
る恐れが大きいため、当
該事業場において常勤の
電気主任技術者を選任
し、常時その保安の監督
を行わせることとしてい
るものである。

（以下「その他」欄に続
く）

（「措置の概
要」欄より続
く）

　したがって、
受電電圧が７０
００ボルトを超
える事業場の保
安管理を非常勤
の外部の電気主
任技術者に委託
することは保安
の観点から不適
切であり、同制
度の対象とする
ことはできな
い。

回答では、外部委託制度
（電気主任技術者の不選
任承認制度）の存在、特
別高圧で受電する電気工
作物の事故発生による影
響の大きさを根拠に対応
不可とされているが、事
業者側の投資抑制並びに
管理の合理化等の観点か
らは速やかに実施すべき
事項と考えられる。この
点を踏まえ、①外部委
託、人材派遣の活用によ
り対応するとしても、電
気工作物の保安責任体制
の明確化により立法趣旨
は果たすことができるた
め、要望内容は実施可能
と考えるが、この点を踏
まえ改めて実施に向けた
具体的な対応策を検討さ
れ、示されたい。②上記
①を踏まえた実施時期に
ついて、その時期となる
理由も含め具体的に示さ
れたい。

ｂ Ⅳ

　要望の趣旨は、特別高
圧（構内１７万ボルト未
満、構外１０万ボルト未
満）についても高圧（７
０００ボルト以下）と同
様に不選任承認制度を適
用して欲しいということ
であるが、特別高圧で受
電する電気工作物は、そ
の事故発生による影響の
大きさから常時その保安
監督を行うことが公共の
安全確保の観点から不可
欠である。よって、特別
高圧について電気主任技
術者が常勤しない形態で
ある不選任承認制度を適
用することはできない
が、人材派遣の活用につ
いては保安上支障が生じ
ないために必要となる条
件等について、公共の安
全の確保の観点から検討
を行い、その結論を踏ま
えて、平成１６年度中に
対応することとする。

特別高圧自家用電気工作
物の保安管理の場合にお
いて、電気主任技術者を
当該事業者の従業員以外
の者から選任することが
できる場合の要件を、16
年度までに明確化するこ
とについての見解を示さ
れたい。

5040 5040020 ㈱シーテック 2

特別高圧自家用
電気工作物の保
安管理のうち、
第2種電気主任技
術者を「選任」
から「非選任」
への規制緩和

特別高圧（構内17万V、そ
の他10万V未満)で受電す
る工場等の設置者は、設
備の保安管理のため第2種
電気主任技術者の専任配
置が規定されている。
しかし、一律的な規定は
業務合理化、要員効率化
の観点から弊害がある。
このため、保安業務の外
部委託化、人材派遣等の
合理化が図られるよう専
任規制を撤廃し、特別高
圧（構内17万V、その他10
万V未満)で受電する場合
も高圧の場合と同様、｢非
選任｣の扱いができるよう
規制緩和をお願いした
い。

経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1100290

商品ファンド法
に基づく3省にま
たがる主務官庁
への申請・届出
等の窓口の一本
化

商品投資販売業
者の許可及び監
督に関する命令
第１条、第７
条、第８条、第
９条

　申請者等は、許可等の
申請書又は各種届出書を
主務大臣に提出しなけれ
ばならない。

ｂ

　商品投資販売業者は、
主務官庁である金融庁・
農林水産省・経済産業省
の３省庁に同一の許認可
の申請及び変更等の届出
に係る書類を提出してい
る。主務官庁において許
可業者の状況を把握する
必要はあるものの、書類
の提出方法については、
窓口となる省庁を設定し
て窓口の一本化を図るこ
とが許可業者の監督上問
題を生じることがないよ
う考慮しつつ、１５年度
中に関係省庁と検討し、
結論を得る。

回答によれば「１５年度
中に関係省庁と検討し、
結論を得る」とあるが、
①実施される内容につい
てより具体的に示された
い。
②上記①を踏まえ、平成
１６年度までに実施され
ることの可否について改
めて検討されたい。

ａ

　商品投資販売業者は、
主務官庁である金融庁・
農林水産省・経済産業省
の３省庁に同一の許認可
の申請及び変更等の届出
に係る書類を提出してい
る。
　電子媒体による許認可
の申請等については、平
成１５年度末を目途とし
て、現在その体制整備が
進められているところで
あり、申請窓口が一本化
される予定である。

商品ファンド法に基づく3
省にまたがる主務官庁へ
の申請・届出等の窓口の
一本化について検討し、
結論を得て、平成15年度
もしくは16年度中に実施
されることについて見解
を示されたい。

5063 5063020

(社)日本商品
投資販売業協

会
2

3省にまたがる主
務官庁への申
請・届出等の窓
口の一本化

主務官庁の窓口一元化
金融庁
農林水産省
経済産業省

z1100260
『人材派遣業』
への電気工作物
保安業務の追加

電気事業法第４３条

工場、ビル等の事業用電
気工作物を設置する者は
電気主任技術者を選任し
なければならない。

ｂ Ⅳ

　工場、ビル等の事業用
電気工作物を設置する者
（以下「設置者」とい
う。）は、自らが使用す
る電気に起因する災害及
び障害の防止のため、当
該工作物の工事、維持及
び運用に関する保安の監
督を行う常勤の電気主任
技術者を選任しなければ
ならないこととなってい
る。
　電気工作物の工事・維
持及び運用に関する保安
の監督を行うにあたって
は、資格を有する者が単
に電気工作物の巡視、点
検等を行うだけでなく、
電気主任技術者による保
安に関する指揮命令系統
等が担保されるという適
切な保安管理体制が構築
されている必要があり、
要望のあった「人材派
遣」に関しては、派遣さ
れる者の勤務形態等につ
いて、適切な保安管理体
制が構築され保安上支障
が生じないこととなって
いるかどうかについて慎
重に検討し、選任が可能
かどうかについて判断し
てまいりたい。（平成１
５年度中に検討）

回答では、平成15年度中
に検討とされているが、
平成16年度までに実施す
ることについて改めて検
討されたい。

ｂ Ⅳ

　「人材派遣」によって
派遣された者を電気主任
技術者として選任するに
当たり、保安上支障が生
じないために必要となる
条件等について、公共の
安全の確保の観点から検
討を行い、その結論を踏
まえて、平成１６年度中
に対応することとする。

人材派遣を活用する場合
において、電気主任技術
者を当該事業者の従業員
以外の者から選任するこ
とができる場合の要件
を、16年度までに明確化
することについての見解
を示されたい。

5040 5040030 ㈱シーテック 3
『人材派遣業』
への電気工作物
保安業務の追加

特別高圧（構内17万V、そ
の他10万V未満)で受電す
る工場等の受変電設備
「設置者」は、設備の保
安管理のため第2種電気主
任技術者の選任が規定さ
れている。
この業務に対して、『人
材派遣』が可能な、規制
緩和をお願いしたい。

厚生労働省
経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1100400

商品ファンド法
上の商品投資販
売業者の許可要
件の緩和

商品投資販売業
者の許可及び監
督に関する命令
第４条第１項６
号の２、第６条
の２第１項第２
号ロ

　商品投資販売業の許可
申請書類の添付資料とし
て、「商品投資販売業務
を担当する者で商品投資
販売業務又はこれに準ず
る業務に３年以上従事し
た者の業務経歴書」があ
り、そのことが商品投資
販売業を遂行するに足り
る十分な知識及び経験を
有する者を有するか否か
の判断基準となってい
る。

ｂ

　映画等の制作に係る資
金調達の円滑化を図る観
点から、許可要件の緩和
等について、法目的であ
る投資家保護の趣旨を十
分踏まえつつ検討を行
い、１５年度中に結論を
得て、必要に応じ所要の
措置を行う。

回答では、「１５年度中
に結論を得て、必要に応
じ所要の措置を行う」と
されているが、
①実施される内容につい
てより具体的に示された
い。
②実施時期について具体
的に示されたい。

ｂ

映画等の制作に係る資金
調達の円滑化を図る観点
から、許可要件の緩和等
について、法目的である
投資家保護の趣旨を十分
踏まえつつ検討を行い、
１５年度中に結論を得
て、必要に応じ所要の措
置を行う。

商品ファンド法上の商品
投資販売業者の許可要件
の緩和について、検討
し、結論を得て、平成
15OR16年度中に実施され
ることについて見解を示
されたい。

5100 5100130 東京都 13

商品ファンド法
上の商品投資販
売業者の許可要
件の緩和

映画・コンテンツ制作等
に関する資金調達をより
一層容易なものにするた
め、商品ファンド法上の
商品投資販売業者の許可
要件（３年以上の業務経
験を有する者の配置等）
を撤廃する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

z1100300

商品ファンドに
おける「許可申
請書」に添付す
る役員および重
要な使用人に係
る官公署の発行
する身分証明書
ならびに成年被
後見人等でない
ことを証する証
明書の撤廃

商品投資販売業
者の許可及び監
督に関する命令
第４条

　商品投資販売業の許可
申請を行う際に、役員又
は重要な使用人が成年被
後見人等に該当しない旨
の官公署の証明書を「許
可申請書」に添付しなけ
ればならない。

ｃ

　欠格要件に関する官公
署の証明書添付について
は、添付を省略した場合
の代替案として①商業登
記簿謄（抄）本のみによ
る確認方法や②欠格条項
すべてに該当しない旨の
誓約書のみによる確認方
法を検討したものの、①
については商業登記法に
おける役員登記の際に審
査を行う規定がないこと
及びファンド法で添付の
対象となっている重要な
使用人に関しては商号登
記簿謄（抄）本では重要
な使用人に関する記載が
ないため、欠格要件の確
認資料となりえない。次
に②については、現行法
上で誓約書を求めている
のは申請者自らが証明す
る手段がない欠格条項に
ついて、やむを得ず証明
に代えて誓約することを
求めているものであり、
審査の簡略化のために求
めているものではないこ
とから、撤廃は困難であ
る。

要望者によると、「身分
証明書及び青年被後見人
等でないことを証する証
明書については、外国人
は誓約書のみを添付すれ
ばよく、邦人の場合は官
公署の証明書を提出し、
かつ誓約書も提出するこ
とになっている」とのこ
とであり、事実上不許可
条件の確認を誓約書によ
り行っている現状に鑑み
れば、申請手続きの簡素
化、業者間の取扱いの公
平性の観点から、例えば
必要書類を誓約書に一本
化する等を含め、更に踏
み込んだ検討を行っても
らいたい。上記を踏ま
え、平成１６年度までに
実施されることの可否に
ついて改めて検討された
い。

ｃ

　欠格要件に関する官公
署の証明書添付について
は、添付を省略した場合
の代替案として①商業登
記簿謄（抄）本のみによ
る確認方法や②欠格条項
すべてに該当しない旨の
誓約書のみによる確認方
法を検討したものの、①
については商業登記法に
おける役員登記の際に審
査を行う規定がないこと
及びファンド法で添付の
対象となっている重要な
使用人に関しては商号登
記簿謄（抄）本では重要
な使用人に関する記載が
ないため、欠格要件の確
認資料となりえない。次
に②については、現行法
上で誓約書のみを求めて
いるのは、申請者自らが
証明する手段がない欠格
条項について、やむを得
ず証明に代えて誓約する
ことを求めているもので
あり、本来は証明書を添
付すべきものであると考
えている。
　以上のことから、証明
書の添付については、誓
約書のみではその真実性
が担保できないため、撤
廃は困難である。

再回答においては、「誓約書
のみではその真実性が担保で
きないことから撤廃は困難で
ある」とされている一方で、
「現行法上で誓約書のみを求
めているのは、申請者自らが
証明する手段がない欠格条項
について、やむを得ず証明に
代えて誓約することを求めて
いるものであり、本来は証明
書を添付すべきものであると
考えている」とされているこ
とについて、要望の趣旨を踏
まえて、次の観点から見解を
示されたい。
①「法律第６条第１項各号に
規定するすべての欠格事項に
該当しない」旨について、公
的な証明書を提出させること
により、確実に確認すること
が、行政当局として必要不可
欠と考えているのか。
②もしそうであるとするなら
ば、「申請者の申告（誓約
書）を信用し、実質的な審査
を行わないまま処理」をして
いるものと解される外国人の
場合には、当然に、「事後的
な資料の報告徴収命令又は検
査」を実施すべきものと思料
するが、かかる対応を実施し
ているのか。
③仮に、現状において、事後
的な対応を実施していないと
すれば、その理由および今後
の対応策について、「邦人・
外国人間の取扱いのイコール
フッティング」の観点も踏ま
え、明確かつ具体的に示して
もらいたい。

5063 5063030

(社)日本商品
投資販売業協
会＜公開＞

3

商品ファンドに
おける「許可申
請書」に添付す
る役員および重
要な使用人に係
る官公署の発行
する身分証明書
ならびに成年被
後見人等でない
ことを証する証
明書の撤廃

現行制度では、商品投資
販売業の許可申請を行う
際に、許可申請書に役員
および重要な使用人につ
いて、官公署の発行する
身分証明書ならびに成年
被後見人等でないことを
証する証明書を添付しな
ければならないところで
あるが、役員および重要
な使用人について、官公
署の発行する身分証明書
並びに成年被後見人等で
ないことを証する証明書
の添付を廃止することを
要望する。

金融庁
農林水産省
経済産業省

z1100310

追加型商品ファ
ンドにおける法
定交付書面の簡
素化

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律第１６
条、第１７条

　商品投資販売業者は、
追加型ファンドを購入し
た顧客が更に同一ファン
ドを再購入する場合で
あっても、法規定上その
都度、「契約成立前交付
書面」を交付することに
なっている。

ｂ

　商品ファンド法におい
て、契約締結前と契約成
立時の２回に分けて書面
を交付させるのは、投資
家が契約内容、リスクに
ついて十分な理解を得る
事が必要であり、後日当
事者間において契約を巡
るトラブルが生じること
を防止することで、投資
家保護を図る趣旨による
ものである。このような
趣旨に照らせば、追加型
商品ファンドを同一投資
家が再購入する場合、そ
れぞれが別個の商品投資
契約であることからその
契約毎に書面を交付する
ことが必要であるが、追
加型ファンドの再購入契
約に際しては、法定交付
書面の記載事項を簡略化
することが可能か否かに
ついて検討しており、１
５年度中に結論を得る。

回答においては、「15年
度中に結論を得る」とさ
れているが、次の観点か
ら更なる検討を行っても
らいたい。
①要望趣旨に鑑みれば投
資家保護に配慮した上で
の書面簡素化対応であ
り、実施の方向で早急に
検討を行い、16年度には
速やかに実施すること。
②併せて、現時点におけ
る検討状況、検討にあ
たっての論点等について
示すこと。

ｂ

　商品ファンド法におい
て、契約締結前と契約成
立時の２回に分けて書面
を交付させるのは、投資
家が契約内容、リスクに
ついて十分な理解を得る
事が必要であり、後日当
事者間において契約を巡
るトラブルが生じること
を防止することで、投資
家保護を図る趣旨による
ものである。このような
趣旨に照らせば、追加型
商品ファンドを同一投資
家が追加購入する場合、
それぞれが別個の商品投
資契約であることからそ
の契約毎に書面を交付す
ることが必要であるが、
追加型ファンドの追加購
入契約に際しては、法定
交付書面の記載事項を簡
略化することが可能か否
かについて検討してお
り、仮に実施するなら
ば、投資家の意思確認の
方法や投資家にとって分
かりやすい書面となるよ
う配慮し、１５年度中に
結論を得る。

追加型商品ファンドにお
ける法定交付書面の簡素
化について検討し、結論
を得て、平成15OR16年度
中に実施されることにつ
いて見解を示されたい。

5063 5063040

(社)日本商品
投資販売業協

会
4

追加型商品ファ
ンドにおける法
定交付書面の簡
素化

現行制度では、追加型商
品ファンドにおいて、同
一ファンドを追加購入す
る場合は、その都度、法
定書面を交付し、投資家
も受領しなければならな
いところであるが、一度
購入して法定書面を受領
している商品ファンドを
再度購入する際には、投
資家の承諾が得られた場
合は法定書面の交付を簡
素化（変更点等のみ交
付）してもよいことにし
て戴き度い。

金融庁
農林水産省
経済産業省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の最終確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） 4 （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z1100440
エネルギー管理
者の外部委託

エネルギーの使
用の合理化に関
する法律（省エ
ネ法）第７条第
１項及び第１０
条の２第１項
（法第１２条の
３第１項におい
て準用する場合
を含む。）

・省エネ法第７条第１項
の規定に基づき、第一種
特定事業者（第一種指定
事業者を除く。）は、第
一種エネルギー管理指定
工場ごとに、政令で定め
る基準に従って、エネル
ギー管理士免状の交付を
受けている者のうちから
エネルギー管理者を選任
しなければならない。
・省エネ法第１０条の２
第１項（法第１２条の３
第１項において準用する
場合を含む。）の規定に
基づき、第一種指定事業
者及び第二種特定事業者
は、エネルギー管理指定
工場ごとに、エネルギー
の使用の合理化に関し必
要な知識及び技能に関す
る講習の課程を修了した
者、または、エネルギー
管理士免状の交付を受け
ている者のうちから、エ
ネルギー管理員を選任し
なければならない。

ｂ Ⅳ

　気候変動枠組条約第３
回締約国会議（ＣＯＰ
３）で採択された「京都
議定書」の目標達成等、
現在の我が国のエネル
ギーをめぐる諸情勢を踏
まえて、エネルギー管理
を促進するためにどのよ
うな制度が最も適切であ
るかを検討し、当該検討
の中で、エネルギー管理
者（員）の外部委託の考
え方についても平成１５
年度中に検討し、結論を
得る。

回答では、平成15年度中
に検討し、結論を得ると
されているが、①実施さ
れる内容についてより具
体的に示されたい。ま
た、②上記①を踏まえ、
平成１６年度までに実施
することについて改めて
検討されたい。

ｂ Ⅳ

機能分社化後の会社に限
らず広く一般的に外部委
託先の職員をエネルギー
管理者（員）に選任する
ことを認めるかどうかを
はじめ、エネルギー管理
者（員）の外部委託の考
え方について精査し、気
候変動枠組条約第３回締
約国会議（ＣＯＰ３）で
採択された「京都議定
書」の目標達成等、現在
の我が国のエネルギーを
めぐる諸情勢を勘案しつ
つ、平成１５年度中にエ
ネルギー管理を促進する
ためにどのような制度が
最も適切であるかを検討
することとしている。

エネルギー管理者等を当
該工場の職員以外の者か
ら選任することができる
場合の要件について、16
年度までに明確化するこ
とについての見解を示さ
れたい。

5102 5102590
(社)日本経済
団体連合会 59 エネルギー管理

者の外部委託

エネルギー管理者（員）
は、有資格者であれば、
自社の従業員だけでな
く、ビル管理会社への委
託や、連結子会社に出向
し同じ事業所内に常駐す
る従業員の選任も可能と
すべきである。

経済産業省

z1100460
第一種電気工事
士の定期講習義
務付けの廃止

電気工事士法第4
条の３

電気工事士法に基づく第
一種電気工事士は、やむ
を得ない事由がある場合
を除き、第一種電気工事
士免状の交付を受けた日
から５年以内毎に経済産
業大臣が指定する者が行
う自家用電気工作物の保
安に関する講習を受けな
ければならない。

ｃ ー

  第一種電気工事士が扱
うことのできる電気工作
物は、多様な電気設備で
構成されており、構造的
にも複雑であるだけでな
く、事故の際、広範囲に
停電を引き起こす恐れが
あるため、第一種電気工
事士は常に技術の進歩に
合わせて電気工事及び保
安に関する知識、関係法
令等に関する知識を更新
していくことが、保安の
確保を期す上で必要不可
欠である。仮に、第一種
電気工事士が日々の業務
で技術革新に対応してい
るとしても,必ずしも全て
の第一種電気工事士が技
術革新等に対応している
とは言い難いことから、
法定による統一的な定期
講習の実施は必要不可欠
であり、定期講習の義務
づけを廃止することはで
きない。

第一種電気工事士の技術
革新への対応状況や最近
の技術動向等を踏まえ、
５年以内に１回という講
習受講頻度の見直し、講
習内容等の見直しによる
負担軽減について改めて
検討され、示されたい。
また、上記を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含め、具
体的に示されたい。

ｂ Ⅲ

　第一種電気工事士は第
二種電気工事士とは異な
り、多様な電気設備で構
成される自家用電気工作
物の工事に携わっている
ことから、十分な知識を
有し保安の確保を図る能
力を有している必要があ
る。第一種電気工事士は
全国で約５０万人、ま
た、電気工事業者は約１
１万社存在し、経営形態
も様々であることから、
必ずしも全ての第一種電
気工事士が技術革新等に
対し、自ら適切に研修等
を行う体制にあるとは言
い難い。加えて最近の技
術動向も急速に変化して
いることを踏まえれば、
５年以内に１回という受
講頻度は必ずしも大きく
なく、頻度を小さくする
ことは適切でない。
　一方、講習内容等の見
直しについては、技術革
新や最近の技術動向に即
応した内容とするととも
に、受講者の負担軽減を
勘案したものとなるよう
検討し、その結論を踏ま
えて、平成１６年度中に
対応することとする。

受講者等の負担軽減とい
う観点から講習内容に加
え講習方法についての見
直しを行うことについて
の見解を示されたい。

5102 5102700
(社)日本経済
団体連合会 70

第一種電気工事
士の定期講習義
務付けの廃止

第一種電気工事士の定期
講習義務付けを廃止すべ
きである。

経済産業省
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